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運輸業や建設業等の中小企業における生産性の向上を支援します！ 

≪令和５年度デジタル技術活用推進緊急支援事業≫ 

【問い合わせ先】 

■事業全般に関すること 

産業労働局商工部経営支援課 

電話 03-5320-4791（直通） 

■申込・事業詳細に関すること 

(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部総合支援課 

電話 03-3251-7917 

支援内容 

１．相談受付 ３月６日より受付開始 

・窓口における相談及び WEB 会議システム等を利用した相談が可能です。 

２．デジタル推進巡回員の派遣と普及巡回 ３月６日より募集開始 

・相談受付：ご要望をいただいた都内の運輸業や建設業等の中小企業者等の方に、ＩＴに詳し

い専門のデジタル推進巡回員を派遣し、下記の支援に繋げてまいります。 

・普及巡回：デジタル推進巡回員が都内の中小企業を巡回し、DX 化の推進に関する普及啓発 

を行いながら、各支援につながる企業の発掘を行います。 

３．アドバイザー派遣・助成金 
・ＩＴに加え経営にも詳しいアドバイザーが現地訪問を行い個別に現状の課題を明確化した 

上で、支援方針を決定し、デジタル技術の導入計画から導入後のサポートまで一貫した 

支援を行います。 

・「アドバイザー派遣」を受けた都内で運輸業や建設業等を営む中小企業者等を対象に、「アド

バイザーによる提案書」の内容に基づき、デジタル技術の導入・活用に必要な費用の一部を

助成します。 

・助成率    5 分の 4 以内   ・助成限度額  ３，０００万円 

・助成対象期間 １年間 

・募集期間   募集開始は下記事業ページ内でお知らせします。 

支援対象 
都内で運輸業や建設業等を営む中小企業者等 

※助成金申請に必要な「アドバイザーからの提案書」の作成には一定程度お時間をいただきま

す。詳しくは下記ポータルサイトをご確認ください。 

 

 

 

 運輸業や建設業等の中小企業は、時間外労働の上限規制が適用となる「2024 年問題」を抱え、人手不

足が一層深刻化し、企業の売上が減少するなどの様々な影響が懸念されています。 

そのような中、都内の運輸業や建設業等を営む中小企業がデジタル技術を用いて生産性向上を図ること

で、持続的な成長・発展を目指していけるよう、中小企業のＤＸ化を推進する取組を支援してまいります。 

事業概要 

本件は、「『未来の東京』戦略」を

推進する事業です。 

戦略 12 最先端技術を活用したス

マート産業化プロジェクト 

○デジタル技術活用推進緊急支援事業 HP 

申込方法や募集の詳細については、ポータルサイトに掲載しております。 

URL：http://iot-robot.jp/business/dx2024/ 

申込先 


